
第５章　ｅｃｏで防災・減災
第２節　環境モニタリング体制の整備
による環境被害対策の推進

１　  現状と課題  

　東日本大震災以降、原子力発電所の事故及び
周辺で災害が発生した場合における放射能による
環境への影響が懸念されています。
　また、本県は南海・東南海地震及び津波による
被害や中央構造線など活断層の直下型地震の被
害を受ける地域が多く、その可能性も高まっていま
す。
　このため、平時から環境中における放射能の状
況を把握しておくとともに、地震や津波が発生した
場合における有害物質の環境への漏洩による二次
災害を防止するための体制を整備しておく必要が
あります。

東日本大震災被災状況（宮城県石巻市）

２　本県の  取組み  

　本県では、平成元年度から平成２４年度まで文
部科学省、平成２５年度から原子力規制庁の委託
事業として環境放射能水準調査を実施しているほ
か、徳島県生活環境保全条例に基づき、事業者が
取り扱う化学物質の量を把握し、県に報告する制
度を設けています。　
　また、県下の主要な企業との間で関係市町とと
もに環境保全に関する協定を締結し、情報の共有
に努めています。

（１）「環境放射能水準調査」の実施
　原子力発電施設等の周辺においては、立地県に
よって放射能監視事業が実施されていますが、この
監視事業の成果を高めるため、より広範囲な地域
（隣接県等）で環境放射能水準調査を実施し、その
結果と放射能監視データとの比較検討を行うこと
により、放射能の影響の正確な評価を行っています。

　本県では、平成元年度から国の委託事業として
行っており、平時は定時降水の全ベータ放射能測
定及び大気浮遊じん・降下物・陸水（蛇口水）・土
壌・精米・野菜・牛乳の核種分析を行うとともに、モ
ニタリングポストにより空間放射線量率の測定を実
施しています。
　
　上水（蛇口水）のゲルマニウム半導体検出器を
用いた核種分析結果、人工放射性核種（ヨウ素１３１、
セシウム１３４、セシウム１３７）は検出されていません。
検出下限値は測定条件により変動がありますが、１
リットルあたり０．１～０．２ベクレル程度です。

　降下物（ちり、ほこり、雨等）のゲルマニウム半導
体検出器を用いた核種分析結果、人工放射性核
種（ヨウ素１３１、セシウム１３４、セシウム１３７）は検出
されていません。検出下限値は測定日により変動
がありますが、１㎡あたり２～５ベクレル程度です。

　土壌のゲルマニウム半導体検出器を用いた核種
分析結果、人工放射性核種（ヨウ素１３１、セシウム１
３４、セシウム１３７）はヨウ素１３１については検出さ
れず、セシウムについても平常時の検出範囲内です。

　精米のゲルマニウム半導体検出器を用いた核種
分析結果、人工放射性核種（ヨウ素１３１、セシウム１
３４、セシウム１３７）は検出されていません。

　野菜のゲルマニウム半導体検出器を用いた核種
分析結果、人工放射性核種（ヨウ素１３１、セシウム１
３４、セシウム１３７）は検出されていません。

　牛乳のゲルマニウム半導体検出器を用いた核種
分析結果、人工放射性核種（ヨウ素１３１、セシウム１
３４、セシウム１３７）は検出されていません。

　　　　環境放射能モニタリングポスト　　　　　
　　　　　　　（徳島保健所）

116



（２）化学物質保有量の把握
　化学物質による環境リスクを低減させるために
は、事業者による化学物質の自主管理及び排出削
減対策の促進が必要不可欠です。そのため、徳島
県生活環境保全条例に基づき、事業者が化学物質
の適正な管理を講ずべき措置について定めた「指
定化学物質適正管理指針」を公表し、一定要件を
満たす事業者については、自らが取り扱う化学物
質の量を把握し、県に報告することを義務づけてい
ます。

　
（３）環境保全協定等事業者との連携　　　　
　地域住民の健康を保護し、良好な生活環境を保
全するためには、各種の環境関係法令等の規制に
係る一律の対策に加えて、地域の実情に応じたき
め細かい対策を推進することが必要です。
　環境の保全に係る協定は、地方公共団体が、地
域に立地する、または立地しようとする事業者との
間で、相互合意に基づき、環境保全のために事業
者がとるべき措置について取り決めを行うものです。
　この取り決めの中に事業者が環境等の状況を
常に把握するために、工場等及びその周辺の調査
測定を行うことになっています。そしてその記録を地
方公共団体に提出していただくことで情報の共有
化を図っています。
　さらに、緊急時における環境汚染発生リスクの低
減対策を推進するため、工場等に対する立入調査
時に対策の状況について確認等を行い、災害時に
おける有害物質の漏出防止や対応体制の整備に
ついても事業者に働きかけています。

３　今後の取組
　今後とも、環境放射能水準調査を実施するほか、
事業者が取り扱う化学物質の量を把握に努めます。
　また、県下の主要な企業及び関係市町との情報
の共有化を図ります。
　さらに、災害の規模・地域性などの特性に応じた
モニタリング体制の整備を進めます。
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